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一　
名
称

株
式̈
会
社
ト
ラ
ス
ト
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト

一
一　
主
た
る
囀
務
所
の
所
在
地

東
京
都
大
田
区
蒲
田
五
丁
目
十
五
番
八
号

〓
一　
適
性
診
断
の
種
類

特
定
診
断
Ｉ
、
初
任
診
断
及
び
適
齢
診
断

（そ
れ
ぞ

れ
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
が
■
業
用
自
動
車
の
運
転

者
に
対
し
て
行
う
指
導
及
び
賄
軒
の
指
針

（平
成
十
三

年
国
土
交
通
省
告
示
第
千
三
百
六
十
六
号
）
第
二
章
４

に
掲
げ
る
特
定
診
断
Ｉ
、
初
任
診
断
及
び
適
齢
診
断
を

い
う
し^

Ｏ
国
土
交
通
省
告
示
第
千
二
百
八
十
号

旅
客
自
動
車
運
送
事
業
運
輸
規
則

（昭
和
三
十

一
年
運

輸
省
令
第
四
十
四
号
）
第
四
十
七
条
の
九
第
二
項
、
第
四

十
八
条
の
四
第

一
項
、
第
四
十
八
条
の
五
第

一
項
及
び
第

四
十
八
条
の
十
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
国
土
交
通
大

臣
が
認
定
す
る
講
習
を
平
成
二
十
五
年
十
二
月
四
日
に
次

の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
第
四
十
七
条
の
九
第
四
項
に

お
い
て
準
川
す
る
第
四
十

一
条
の
十

一
第

一
号
の
規
定
に

基
づ
き
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
九
日

国
土
交
通
大
臣
　
太
田
　
昭
宏

一　
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
運
輸
規
則

（以
下

「運
輸
規

則
」
と
い
う
ぅ
）
第
四
十
七
条
の
九
第
三
項
の
規
定
に
よ

る
講
習

―
　
名
称

株
式
会
社
鶴
岡
自
動
車
学
関

２
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

山
形
県
鶴
岡
市
西
新
斎
町
六
番
三
四
号

３
　
講
習
の
種
類

基
礎
講
習

（旅
客
自
動
卓
運
送
事
業
運
輸
規
則
第

四
十
七
条
の
九
第
三
項
、第
四
十
八
条
の
四
第

一
項
、

第
四
十
八
条
の
五
第

一
項
及
び
第
四
十
八
条
の
十
二

第
二
項
の
運
行
の
管
理
に
関
す
る
講
習
の
種
類
等
を

定
め
る
缶
示

（平
成
二
十
四
年
国
土
交
通
省
告
示
第

四
百
五
十
四
号
）
の
第
二
条
第

一
号
に
掲
げ
る
基
礎

講
習
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

一
一　
運
輸
規
則
第
四
十
八
条
の
四
第

一
項
の
規
定
に
よ
る

講
習

１
　
名
称

株
式
会
社
鶴
岡
自
動
車
学
園

２
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

山
形
県
鶴
岡
市
西
新
斎
町
六
番
三
四
号

３
　
講
習
の
種
類

基
礎
講
習
及
び

一
般
講
習

（旅
客
自
動
車
運
送
事

業
運
輸
規
則
第
四
十
七
条
の
九
第
二
項
、
第
四
十
八

条
の
四
第

一
項
、
第
四
十
八
条
の
五
第

一
項
及
び
第

四
十
八
条
の
十
二
第
二
項
の
運
行
の
管
理
に
関
す
る

講
習
の
種
類
等
を
定
め
る
告
示

（平
成
二
十
四
年
同

土
交
通
省
告
示
第
四
百
五
十
四
号
）
の
第
二
条
第
二

号
に
掲
げ
る

一
般
講
習
を
い
う
＾
以
下
同
じ
っ
）

〓
一　
運
輸
規
則
第
四
十
八
条
の
五
第

一
項
の
規
定
に
よ
る

講
習

ｌ
　
名
称

株
式
会
社
鶴
岡
自
動
車
学
国

２
　
主
た
る
■
務
所
の
所
在
地

山
形
県
鶴
岡
市
西
新
斎
町
六
番
三
四
号

３
　
講
習
の
種
類

基
礎
講
習
及
び

一
般
講
習

四
　
運
輸
規
則
第
四
十
八
条
の
十
二
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
講
習

１
　
名
称

株
式
会
社
鶴
岡
自
動
車
学
関

２
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

山
形
県
鶴
岡
市
西
新
斎
町
六
番
三
四
号

３
　
講
習
の
和
類

基
礎
講
習

Ｏ
国
土
交
通
省
告
示
第
千
二
百
八
十

一
号

貨
物
自
動
中
運
送
事
業
輸
送
安
全
規
則

（平
成
二
年
運

輸
省
令
第
二
十
二
号
）
第
十
八
条
第
二
項
、
第
二
十
三
条

第

一
項
、
第
二
十
四
条
第

一
項
及
び
第
二
十

一
条
第
二
項

の
規
定
に
基
づ
く
国
土
交
通
大
臣
が
認
定
す
る
講
習
を
平

成
二
十
五
年
十
二
月
四
日
に
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の

で
、
第
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
二
条
の

十

一
第

一
号
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
九
日

国
土
交
通
大
臣
　
大
田
　
昭
宏

一　
貨
物
自
動
中
運
送
事
業
輸
送
安
全
規
則

（以
下

一安

全
規
則
」
と
い
う
。
）第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

講
習

ｌ
　
名
称

株
式
会
社
鶴
岡
自
動
車
学
囲

２
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

山
形
県
鶴
岡
市
西
新
斎
町
六
番
三
四
号

３
　
講
習
の
種
類

基
礎
講
習

（貨
物
自
動
中
運
送
事
業
輸
送
安
全
規

則
第
十
八
条
第
三
項
、
第
二
十
三
条
第

一
項
、
第
二

十
四
条
第

一
項
及
び
第
二
十

一
条
第
二
項
の
運
行
の

管
理
に
関
す
る
講
習
の
種
類
等
を
定
め
る
告
示

（平

成
二
十
四
年
国
土
交
通
省
告
示
第
四
百
五
十
五
号
）

の
第
二
条
第

一
号
に
掲
げ
る
基
礎
講
習
を
い
う
。
以

下
同
じ
．
）

一
一　
安
全
規
則
第
二
十
三
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
講
習

１
　
名
称

株
式
会
社
鶴
岡
自
動
車
学
囲

２
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

山
形
県
鶴
岡
市
西
新
斎
町
六
番
三
四
号

道
路
法

（昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
四
十
八
条
の
二

専
用
道
路
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
九
日
か
ら
二
週
間

川
国
道
事
務
所
に
お
い
て

一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
九
日

一　
道
路
の
種
類
　
一
般
国
道

一
一　
路
　
線
　
名
　
四
十
五
号

〓
一　
指
定
す
る
道
路
の
部
分

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

八
戸
市
大
字
十
日
市
字
上
谷
地
四
番
四
か
ら
同
市
大
字
十
日
市
宇
再

一
番

一
ま
で

四
　
指
定
す
る
期
日
　
平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
九
日

Ｏ
関
東
地
方
整
備
局
告
示
第
五
百
号

住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律

（平
成
十

一
年
法
律

登
録
住
宅
性
能
評
価
機
関
か
ら
評
価
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
存

の
規
定
に
よ
り
、
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
九
日

一　
登
録
番
号

関
東
地
方
整
備
局
長
　
２３

一
一　
登
録
住
宅
性
能
評
価
機
関
の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
安
心
確
認
検
査
機
構

三
田
　
評
価
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地
の
変
更

②
　
変
更
年
月
日

平
成
二
十
五
年
十

一
月
二
日

変
更
後

変
更
前

茨
城
県
つ
く
ば
市
二
の
官
二
丁
目
１
番
地
３

茨
城
県
つ
く
ば
市
今
泉
二
百
二
十
八
番
地
三


